
議
第
百
四
十
六
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
本
則
を
第

一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
職
務
権
限
の
特
例
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
社
会
教
育
機
関
）

第
二
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
社
会
教
育
に
関
す
る
教
育
機
関
は
、
次
に

掲
げ
る
教
育
機
関
と
す
る
。

一

岐
阜
県
美
術
館

二

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館

三

岐
阜
県
図
書
館

四

岐
阜
県
博
物
館

五

岐
阜
県
高
山
陣
屋

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
し
、
及
び

執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
（
以
下
「
移
管
事
務
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
そ
の

効
力
を
有
す
る
教
育
委
員
会
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３

移
管
事
務
に
関
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
教
育
委
員
会
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
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係
る
同
日
以
後
の
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
が
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
岐
阜
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
）

４

岐
阜
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
（
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
に
あ
つ
て
は
、
学
校
以
外
の
教
育
機
関
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
事
務
部
局
（
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
及
び
企
業
会
計
職
員
（
都
市
建
築

部
）
を
除
く
。
）
の
項
中
「
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
」
を
「
美
術
館
、
現
代
陶
芸
美
術
館
、
図
書
館
、
博

物
館
、
高
山
陣
屋
管
理
事
務
所
、
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
」
に
改
め
る
。

（
岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

５

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
又
は
教
育
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。

（
岐
阜
県
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
）

６

岐
阜
県
博
物
館
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
、
「
十
二
名
」
を
「
十
二
人
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
規
則
」
に
、
「
教
育
委
員
会
の
」
を
「
知
事
の
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
使
用
許
可
の
取
消
し
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知

事
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
、
「
一
に
」
を

「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
前
各
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
も
の
」
を
加

え
、
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
及
び
教
育
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。

（
岐
阜
県
美
術
館
条
例
の
一
部
改
正
）

７

岐
阜
県
美
術
館
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
規
定
に
よ
る
」

を
削
り
、
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」

に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
、
「
前
項
各

号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

－2－



第
十
三
条
中
「
及
び
教
育
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。

（
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
条
例
の
一
部
改
正
）

８

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
条
例
（
平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
、
「
前
項
各

号
」
を
「
前
項
」
に
、
「
、
そ
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
及
び
教
育
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。

（
岐
阜
県
図
書
館
条
例
の
一
部
改
正
）

９

岐
阜
県
図
書
館
条
例
（
平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
規
定
に
よ
る
」

を
削
り
、
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」

に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
、
「
前
項
各
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
及
び
教
育
委
員
会
規
則
」
を
削
る
。

提

案

説

明

社
会
教
育
に
関
す
る
県
立
教
育
機
関
に
関
す
る
事
務
を
知
事
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を

定
め
よ
う
と
す
る
。
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